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【公開日】令和3年7月8日(2021.7.8)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月15日(2021.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面と、下面と、側面と、前記上面に位置する半導体素子を実装する実装領域と、前記
実装領域を囲んで位置した周辺領域と、前記実装領域と前記周辺領域との間に位置した空
隙部と、を有する第１基板と、
　前記第１基板の前記周辺領域に位置するとともに前記第１基板の外縁と重なって位置し
た、前記実装領域の少なくとも一部を囲む枠状の第２基板と、
　前記第２基板の上面において前記第２基板の内縁から外縁にかけて位置した、信号線路
と、
　前記第１基板の下面から前記第１基板の上面にかけて前記第１基板の外側面に位置する
とともに、前記第２基板の外縁よりも内側に位置した溝部と、
　前記第２基板の内部に位置した、前記信号線路と接続された貫通導体と、
　前記溝部の内面に位置しているとともに、前記貫通導体と電気的に接続された側面導体
と、を備えていることを特徴とする半導体素子実装用基板。
【請求項２】
　前記第２基板は、前記空隙部および前記実装領域の上面にも位置していることを特徴と
する請求項１に記載の半導体素子実装用基板。
【請求項３】
　前記第１基板の上面と前記第２基板の下面との間に、前記貫通導体と離れて位置した、
第１接地導体層をさらに備えていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の半
導体素子実装用基板。
【請求項４】
　下面視または平面透視において、前記第１接地導体層は、前記空隙部と重なって位置し
ていることを特徴とする請求項３に記載の半導体素子実装用基板。
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【請求項５】
　平面視において、前記空隙部は、前記実装領域の全周を囲んでいることを特徴とする請
求項１～４のいずれか１項に記載の半導体素子実装用基板。
【請求項６】
　断面視において、前記実装領域の下端は、前記周辺領域の下端よりも上方に位置したこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体素子実装用基板。
【請求項７】
　前記第１基板の前記実装領域の部分は、金属材料であり、前記第１基板の前記周辺領域
の部分は、セラミック材料であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の
半導体素子実装用基板。
【請求項８】
　側面視において、前記第１基板および前記第２基板の側面であって、前記溝部の両側に
、前記溝部と間をあけて位置した、凹部をさらに備えていることを特徴とする請求項１～
７のいずれか１項に記載の半導体素子実装用基板。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１つに記載の半導体素子実装用基板と、
　前記実装領域に実装された、前記信号線路と電気的に接続された半導体素子とを備えて
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１基板の下面であって、前記第１基板の下面と接合された実装基板をさらに備え
ており、
　前記実装基板は内部に接地導体の形成領域および接地導体の非形成領域を有していると
ともに、前記接地導体の非形成領域は、前記側面導体と重なっていることを特徴とする請
求項９に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明の一実施形態に係る半導体素子実装用基板は、上面と、下面と、側面と、前記上
面に位置する半導体素子を実装する実装領域と、前記実装領域を囲んで位置した周辺領域
と、前記実装領域と前記周辺領域との間に位置した空隙部と、を有する第１基板と、前記
第１基板の前記周辺領域に位置するとともに前記第１基板の外縁と重なって位置した、前
記実装領域の少なくとも一部を囲む枠状の第２基板と、前記第２基板の上面において前記
第２基板の内縁から外縁にかけて位置した、信号線路と、前記第１基板の下面から前記第
１基板の上面にかけて前記第１基板の外側面に位置するとともに、前記第２基板の外縁よ
りも内側に位置した溝部と、前記第２基板の内部に位置した、前記信号線路と接続された
貫通導体と、前記溝部の内面に位置しているとともに、前記貫通導体と電気的に接続され
た側面導体と、を備えている。
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